
                        

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1開 庁 日･･･閉庁日
※2

を除く午前8時15分から午後5時まで 

※2閉 庁 日･･･土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月 29日から1月 3日まで 

※3指定金融機関･･･あいら農業協同組合、株式会社鹿児島銀行、株式会社南日本銀行、株式会社宮崎太陽銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、 

鹿児島興業信用組合、株式会社宮崎銀行、九州労働金庫 

                                                                                                                                            

新規アカウント発行および新規案件の登録 

※⼀般財団法⼈ 建築⾏政情報センター（以下「ICBA」）の電⼦申請

受付システム（以下「システム」）により登録 

・ICBA のホームページにて利⽤者登録が必要です（利⽤料⾦は無料）。 

・利⽤にあたっては、「ICBA 電⼦申請受付システム 利⽤規約」をご確認ください。 

・操作⽅法は、申請種別「ICBA 電⼦申請受付システム操作説明書 申請者⽤」を参照して

ください。 

申請書の作成・提出 

※浄化槽審査書（該当する場合のみ）については、県環境保全協会および市環境衛

生課の受付済の書類の PDF ファイルを添付してください。（仕様書・図面等含む）

む。）類の 

訂正有 訂正無 

引受審査完了 

納付書又は振込依頼書をシステムで送信 

申請書や必要書類等の訂正、不足書類の添付 

納付書又は振込依頼書を受信 

※手数料の納付については①②のいずれかになります。 

手数料をお支払いしたことが確認できる領収書、明細書、振込

完了書等をシステムで送信 

本審査 

 

申請書や図面等の補正 

確認済証の交付 

確認済証の受取 

※窓口での受取又は郵送 

・郵送で受取を希望する⽅は、返信⽤の信書便等をご準備下さい。ただ

し、郵送費⽤等は申請者の負担となります。 

なお、郵送会社への持ち込みは⾏いませんのでご注意下さい。 

・副本（申請書、図面等）の返却はシステムによるダウンロードによる

受取となります。紙媒体の返却は⾏いません。 

補正有 

消防同意 

（消防局） 

※通知案件除く 

電子申請を受信後、引受審査 

※電⼦申請は 24 時間申請可能ですが、内容確認は開庁日※1 になり

ます。 

申請者等 霧島市 

建築確認申請等の電⼦申請の流れ 

霧島市建築指導課 

① 

納付書を出力して霧島市の指

定金融機関
※3

の銀行等の窓口

で手数料を支払う 

（振込手数料は不要） 

② 

ＡＴＭ又はインターネットバ

ンキングを利用して霧島市の

指定口座に手数料を支払う

（振込手数料が必要） 

手数料の納付確認後、受付完了 

※受付日は開庁日※1になります。 

適合 

消防通知 

（消防局） 

※同意案件除く 


